
資料３０

（別紙）第４次鞍手町行財政改革集中改革プラン案への意見等集約一覧表

1 目標収納
率の設定

26-1

・収納率よりも金額で目標設定をした方が、住民
にも分かりやすくてよい。

・改革プランが全て実行されたとして、財政がど
れだけ健全化するのか、どれだけまだ問題が残る
のかといった所が見えて来ない。

・さらに高い目標を立てられないか。トヨタ自動
車では、乾いた雑巾をまた絞ると言われるよう
に、改善を繰り返している。

2 滞納処分
の強化や
民事手続
の実施

26-2

3 振替制度
の利用促
進

23-1

・啓発は、地区ごとにやる方法や担当者を置く方
法など考えられるが、この利用促進は先が見えて
いる。

・何故、水道、下水道は振替率が良いのかを考え
てみる必要がある。

・７０パーセントへの到達でどんな効果が出るの
か、職員事務の軽減効果はどうかなどが具体的で
はない。

・町民税の振替は、サラリーマンが中心と思われ
る。収納額が上がればいいのだから、現在どんな
人が振替制度を利用しているのかを踏まえ、収納
額との関係で、どのような人を対象に振替率を上
げるべきかを考えてはどうか。

・事務の簡素化には繋がるだろうが、収納率の向
上に繋がるかどうかは疑問だ。

・未収の内容をどう分析したのか。振替利用の件
数の比率を示して目標を定めているが、振替利用
による収納額を示して目標額を定めてはどうか。

・収納率全体との関係で、振替制度の利用比率は
どうかを見る上では、ものさし（資料）が足りな
い。

・未収の内容が、資料として出ていない。

・年次目標を掲げ、毎年評価する方がよい。

・ＰＤＣＡを回す基本として、現状において何が
問題（改革を必要とする背景）なのかを明確にす
る必要がある。

・行革で掲げる項目かどうか、総括表が出ていな
いのでわからないが、この項目を改革項目とした
理由（考え方の基本）が明確ではない。

資料
番号

1 税及び使
用料・手
数料等の
収納率の
向上

具体的改革項
目

細分類

1 1 1歳入行政経営
の視点に
よる危機
を克服で
きる安定
した財政
基盤の確
立

大分類
（基本方針）

中分類 小分類
（基本目標）

収納率の
向上

参考意見等　（審議過程における様々な意見等）
推進委員会の提言

～小分類（基本目標）別～
具体的改革項目への意見等 全体に通じる意見等、その他関連意見等

　基本目標１「収納率の向上」においては、「税及
び使用料・手数料等の収納体制の強化について、目
標となる指標の設定など」を視野に入れて検討さ
れ、３改革項目によって実施概要が示されている。
その内容について次のとおり提言する。
　収納率の向上を図る主旨から、目標収納率を設定
することとされているが、歳入を増加させる視点で
住民にも分かりやすい指標とするためには、可能で
あれば収納額により設定することが望ましい。
　振替制度の利用促進においても同様のことが言え
るが、水道、下水道は振替率が良いのは何故かな
ど、現に振替制度を利用している層を踏まえ、今後
振替率を上げることで収納額の増大が期待できるの
はどのような層かなどを分析し、歳入の確保に努め
られたい。
　また、振替制度の利用は、住民にとっては任意の
制度であるから、一定以上の利用促進は難しいこと
も想定されるが、事務の軽減効果の視点からも指標
への到達に向けより良い効果を引き出すよう推進さ
れたい。
　さらに、設置予定である特別収納対策課におい
て、正当な理由がないにもかかわらず納税・納付に
応じない滞納者に対して、滞納処分の強化や民事手
続の実施により厳しく対応されることにより、より
一層の効果を引き出されるよう努められたい。
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資料３０

資料
番号

具体的改革項
目

細分類大分類
（基本方針）

中分類 小分類
（基本目標）

参考意見等　（審議過程における様々な意見等）
推進委員会の提言

～小分類（基本目標）別～
具体的改革項目への意見等 全体に通じる意見等、その他関連意見等

1 保育料の
改定

1 国基準の
９０％に
改定

26-3

2 公共施設
使用料の
改定

1 施設使用
料の有料
化及び減
免規定の
見直し

26-4

・使用料が安いから値上げする考えは適当ではな
い。利用者が少ないから収入が少ないのではない
か。値上げすれば、利用者が減るかもしれない。
施設の本来の目的を達成するよう知恵を出し、利
用者を増やす対策が必要ではないか。それでもダ
メなら値上げもやむをえない。

3 財源の確
保

1 企業誘致
の促進と
未利用地
の処分

1 企業誘致
の促進と
未利用地
の処分

26-5

　基本目標３「財源の確保」においては、「短期的
財源や長期的財源について、未利用地の処分、企業
誘致、法定外税の新設、超過課税の実施及び収益性
のある事業の導入など」を視野に入れて検討され、
１改革項目によって実施概要が示されている。その
内容について次のとおり提言する。
　財源確保を図る主旨から、企業誘致の促進と未利
用地の処分を検討することとされている。単に未利
用地が重荷だから、或いは始末に困るから売却する
ということでは適切ではない。企業誘致の促進と併
せて検討する上では、その立地条件により、付加価
値を付けるなど、土地の評価を高めるため、先行投
資ができるかどうかが結果に影響すると思われるの
で、可能であればその方向性で検討されることが望
ましい。
　また、売却にあたっては、可能であれば取得価格
を下回らないように売却できることが望ましいが、
危機的な財政状況を補うため短期的財源確保の観点
から、企業誘致や住宅団地開発などの有効活用が可
能である場合は、取得額を下回っても早期売却する
ことについても考慮する必要がある。

・検討結果を聞くだけに終わりそうな内容であ
る。

・その立地条件により、付加価値を付けるなど、
その土地の評価を高める方向で検討した方がよ
い。未利用地が重荷だから、或いは始末に困るか
ら売るということでは適切ではない。取得時並み
の価格では売却すべきである。

・山林などの場合、工場誘致のために先行投資が
できるかどうかが、結果に影響すると思われる。

・土地取得額を下回っても、寝かせておくより、
早売りでそれに近い額を早く回収し、短期財源と
することもよいのではないか。

2 公平、公
正な受益
者負担

　基本目標２「公平、公正な受益者負担」において
は、「使用料及び手数料などの適正化について、算
定基準の明確化、近隣市町とのバランス、無料施設
の有料化、減免基準の統一など」を視野に入れて検
討され、２改革項目によって実施概要が示されてい
る。その内容について次のとおり提言する。
　公平、公正な受益者負担を図る主旨から、保育料
や公共施設使用料の改定を行うこととされており、
保育料の改定については、市町村合併協議において
も論議されたように、近隣市町より本町の保育料は
低額である現状ではある。しかし一方では、少子化
対策の取り組みも活発化しており、また、保育所の
一部民営化の検討も予定されていることから、実施
にあたっては十分な配慮が必要である。
　また、公共施設については、単に使用料が安いか
ら値上げする考えは適当ではなく、利用者が少ない
から収入が少ないのではないかという視点からも検
討する必要がある。単なる値上げでは、利用者の減
少を引き起こす原因にもなりかねないため、まず、
施設の本来の目的を達成するよう検討されたい。
　利用者の増大を図るような工夫を実践しても十分
な成果が得られない場合は、値上げもやむを得ない
ものである。
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資料３０

資料
番号

具体的改革項
目

細分類大分類
（基本方針）

中分類 小分類
（基本目標）

参考意見等　（審議過程における様々な意見等）
推進委員会の提言

～小分類（基本目標）別～
具体的改革項目への意見等 全体に通じる意見等、その他関連意見等

4 各種補助
金の見直
し

1 補助金の
見直し

1 交付基準
に基づく
各種補助
金の見直
し

26-6

 基本目標４「各種補助金の見直し」においては、
「補助金等の必要性、費用対効果などについて、適
正な補助基準の設定など」を視野に入れて検討さ
れ、１改革項目によって実施概要が示されている。
その内容について次のとおり提言する。
　各種補助金の見直しを図る主旨から、交付基準に
基づく各種補助金の見直しを図ることとされてお
り、これまでになかった補助金の基準の策定など、
新たな制度を構築しようとするものである。
　危機的財政状況から削減の方向性とならざるを得
ないと思われるが、真に有効なものについては拡充
も必要である。特に削減又は廃止の判断にあたって
は、関係団体等の十分な理解が得られるよう基準を
明確にして制度を運用され、効率的かつ効果的な補
助金の活用に資するよう努められたい。

・これまではランク付けなどの具体的な基準がな
かったのか。

・目標額を１９年度に削減したら、その後は同じ
金額か、或いは、段階的に削減するのか。

1 職員定数
の見直し

1 適正な組
織体制・
人事配置
の合理化

27-1

・退職に伴う職員補充をしない場合、５年後、１
０年後に職員の年齢層に断層が生じるのではない
かと心配される。

・職員定員適正化計画策定後には、見直すことと
しているのは、現時点では、１４５人への削減目
標は、退職者を想定したもので、適正化を想定し
たものではないのか。

・勧奨退職者は、具体的に把握できる数ではない
ので、定年による自然減だけではテーマにならな
い。勧奨により何名退職者させるというのであれ
ば、テーマになる。退職者分を不補充とするのな
らば、それをテーマにすべきであり、業務の見直
しから削減目標を導くべきである。

・全体的に、実施期間終了後の公表となっている
ものが多いが、ＰＤＣＡサイクルによる実施内容
のフォロー（見直し）時期を明確にすべきであ
る。

2 特別職等
の給与・
報酬等の
見直し

1 特別職等
の給与・
報酬等の
見直し

27-2

・行財政改革において痛みを分かち合うときに
は、首長自らが改革の意思を明確にするために決
意して表明すべきであり、そのことが多くの人の
意識を変えることに繋がるものである。報酬審議
会に預けたのでは、首長の意向がくみ取れない。

・他団体との比較資料には、財政力などの情報が
ないので、高い、低いの判断はできない。

・資料の２万人未満の町の平均と比べれると、本
町は殆どが平均以上なので参考にすべきである。

歳出2

5 人件費の
見直し

　基本目標５「人件費の見直し」においては、「給
与制度・運用・水準の適正化などについて、職員定
数の見直しなど」を視野に入れて検討され、２改革
項目によって実施概要が示されている。その内容に
ついて次のとおり提言する。
　人件費の見直しを図る主旨から、一般職において
は、適正な組織体制・人事配置の合理化により人件
費の削減を図ることとされているが、現時点では、
１４５人への削減目標は、退職者を想定したもの
で、適正化を想定したものではない。
　しかし、すでに業務量調査に取り組まれ、職員定
員適正化計画に反映する予定であることから、調査
結果に基づく業務量の再配分に際しては、適正な組
織体制と人事配置の合理化に努められ、削減目標額
への到達を図られたい。但し、業務量と人数の関係
には職員の能力向上が加味されなければ、本来の
「適正化」にはならないことを踏まえておく必要が
ある。
　特別職においては、特別職等の給与・報酬等の見
直しを図るため、特別職報酬等審議会に諮問され審
議中であるため、その結果に委ねることとなるが、
危機的財政状況の中、行財政改革において痛みを分
かち合うときには、首長自らが改革の意思を明確に
するために決意して表明することで、多くの人の意
識変革に繋げることも一つの選択である。
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資料３０

資料
番号

具体的改革項
目

細分類大分類
（基本方針）

中分類 小分類
（基本目標）

参考意見等　（審議過程における様々な意見等）
推進委員会の提言

～小分類（基本目標）別～
具体的改革項目への意見等 全体に通じる意見等、その他関連意見等

6 公共事業
等の見直
し

1 公共事業
の見直し

1 公共事業
（町単独
土木事業
費）の抑
制

27-3

　基本目標６「公共事業等の見直し」においては、
「効率的かつ効果的な公共事業の実施について、コ
ストの削減、選択と集中による予算の重点配分な
ど」を視野に入れて検討され、１改革項目によって
実施概要が示されている。その内容について次のと
おり提言する。
　公共事業等の見直しを図る主旨から、公共事業
（町単独土木事業費）の抑制を図ることとされてお
り、切れるものは切ること、事業の先送りなども、
緊急避難的にはやむを得ない。
　しかし、真に必要な事業については、町の将来ビ
ジョンを考慮して判断されるべきであり、当該事業
に関係する仕事に従事する住民の痛みにも配慮が必
要である。なお、負担の公平性の観点から、必要に
より受益者負担を徴することについての検討も考慮
されたい。

・農業土木関係の支出は、農業者が個人収益を得
るためものであると解するが、下水道事業では受
益者負担があるのに、農業土木関係については受
益者負担がないのは、負担の公平性に欠けている
のではないか。

・町単独以外の補助事業等が多くあるのなら問題
ないが。約６億円の削減によってそれぞれの事業
に関係する仕事に携わっている方はどうなるの
か。また、削減によって住民はどんなことを我慢
しなければならないのか。

・切れるものは切ること、事業の先送りなども、
緊急避難的にはやむを得ないが、予算付けすべき
ところには付けるよう、町の将来ビジョンを考慮
して判断されるべきである。

1 扶助費及
び報償費
の見直し

1 敬老祝金
の支給対
象者の見
直し

23-2

・敬老祝金を毎年楽しみにしている方もいるの
で、配慮が必要である。

・この項目が早く提案されたのは何故か。弱いと
ころから手をつけているのではないか。そんなに
大きな金額のものではないと思う。

・高齢者をないがしろにしているのではないか。
こういう項目は後からにして、難しいものから出
して欲しい。出しやすい項目だろうが、反発も大
きい。配慮が足りない。

・来年度から実施するのであれば、来年度には評
価が可能ではないか。

2 投資的経
費の削減

1 投資的経
費の削減

27-4

7 経常経
費、投資
的経費の
見直し

　基本目標７「経常経費、投資的経費の見直し」に
おいては、「歳出の抑制について、事務処理コスト
の削減など」を視野に入れて検討され、２改革項目
によって実施概要が示されている。その内容につい
て次のとおり提言する。
　経常経費、投資的経費の見直しを図る主旨から、
敬老祝金の支給対象者の見直しを図ることとされて
おり、市町村合併協議において確認されていた内容
や、他団体の状況からも、見直しはやむを得ない状
況と解されるが、町に貢献され、敬老祝金を毎年楽
しみにされている高齢者をないがしろにしているか
のような誤解を招きかねない内容であるので、実施
にあたっては十分配慮されたい。
　投資的経費の削減については、町単独土木事業費
の抑制に関する項目への意見等と同様である。
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資料３０

資料
番号

具体的改革項
目

細分類大分類
（基本方針）

中分類 小分類
（基本目標）

参考意見等　（審議過程における様々な意見等）
推進委員会の提言

～小分類（基本目標）別～
具体的改革項目への意見等 全体に通じる意見等、その他関連意見等

1 職員提案
制度の導
入 26-7

・企業の場合、採用提案には褒賞や昇給などの見
返りがあるので継続できている。絵に書いた餅に
なる可能性がある。

・改革プランと同じような内容提案が出てきた場
合、推進委員会に、諮りながら実行していくの
か。

2 決裁規程
の見直し

23-3

・何故２０日前後に決裁が集中するのかを課題と
して踏まえるべきである。

・事務の分散によって、合理化が図れる。

・課長が育ったので、責任感を持たせるというこ
となら行革になる。

・金額に応じて支払い時期を分散する方法なども
研究してみてはどうか。五十払いという方法もあ
る。

・決裁権限委譲の前に、事務段階の見直しが必要
ではないか。

・決裁業務をどう円滑に進めるかの問題だから、
実際にやっている人にしかわからないことなの
で、これでよい。

・決裁の時期的集中を避けるための見直しのた
め、この改革項目を取り上げたのであれば行革に
反する。見直しの理由、改革の視点が違うのでは
ないか。

・現状の問題把握ができていない。この項目は、
２３－４「事務処理の一元化」と連動しており、
担当者間の融通を利かせてやればよいこと。

3 事務処理
の一元化

23-4

（２３－３で関連して意見あり。） （２３－３で関連して意見あり。）

4 電算シス
テムの活
用促進 26-8

・省力化による職員の減員を想定しておくことが
必要である。

9 行政評価
の定着

1 行政評価
の導入

1 行政評価
の導入

27-5

　基本目標９「行政評価の定着」においては、「事
務事業の不断の見直しについて、ＰＤＣＡサイクル
手法など」を視野に入れて検討され、１改革項目に
よって実施概要が示されている。その内容について
次のとおり提言する。
　行政評価の定着を図る主旨から、行政評価の導入
を図ることとされており、今回の行財政改革におい
ても導入されているＰＤＣＡによる計画⇒実行⇒検
証評価⇒見直しのサイクルが事務事業においても適
用され、常に高い目標に向かって見直しを繰り返
し、効率的かつ効果的な行政運営が実現されること
が期待される。
　しかし、運用段階においては、住民のために行政
がやるべき仕事は何かを常に考えながら取り組む必
要がある。いたずらに、評価点にだけこだわるべき
ではない。
　また、評価のためには一定のコストが必要である
から、コストを上回る効果が出なければ改革にはな
らないことを踏まえ、日常的にＰＤＣＡサイクルを
活用して、業務の仕組みそのものの見直しに努めら
れたい。

・評価により良かったところだけが取り上げら
れ、一部住民のニーズにより安易に事務事業を継
続したり、事務選択や優先順位付けが適正に行わ
れなかったりということが生じないか。

・良い評価だけではなく、クレームや問題点の
チェックやその対応などにも活用を。

・評価のためのコストを上回る効果が出なければ
改革にはならないし、結果のチェックだけでは良
い行政づくりには結びつかない。日常の業務の仕
組みそのものを見直す方向で考えていただきた
い。

1 事務処理
方法の改
善（効率
的な行政
運営）

透明性の
高い効率
的・効果
的な行政
運営と協
働による
住民自治
の推進

事務事業
の見直し

82 行政運営3 　基本目標８「事務事業の見直し」においては、
「事務処理方法などの改善について、民間への業務
委託など」を視野に入れて検討され、２改革項目に
よって実施概要が示されている。その内容について
次のとおり提言する。
　事務事業の見直しを図る主旨から、職員提案制度
の導入を図ることとされており、多くの提案が寄せ
られ、事務事業の改善や民間手法の有効活用などの
検討に資することが望まれるが、企業の場合、採用
提案には褒賞や昇給などの見返りがあるので継続で
きている現実があり、制度の活用及び継続ため、こ
の制度を運営する関係者の工夫と努力に期待するも
のである。
　決裁規程の見直しについては、収入役事務を助役
が兼掌する予定であり、各課長においては、決裁権
限の委譲により、これまで以上の責任を負うことに
なるので、チェック機能に遺漏が無いようその運用
に努められたい。
　また、事務処理の一元化や電算システムの有効活
用などについても併せて推進されることから、省力
化による職員の減員も効果として想定し、人件費の
削減などに繋がるよう努められたい。
　なお、「２０日前後に決裁が集中する」などの課
題は、この改革以前に、時期の分散などの事務処理
方法の見直しや担当者間の連携により一定の効果が
期待できるものであり、職員提案制度の活用などに
より、改善に努められたい。

5/12



資料３０

資料
番号

具体的改革項
目

細分類大分類
（基本方針）

中分類 小分類
（基本目標）

参考意見等　（審議過程における様々な意見等）
推進委員会の提言

～小分類（基本目標）別～
具体的改革項目への意見等 全体に通じる意見等、その他関連意見等

10 行政サー
ビスの向
上

1 住民ニー
ズの把握

1 住民ニー
ズの把握

27-6

　基本目標１０「行政サービスの向上」において
は、「窓口業務の向上などについて、住民ニーズの
把握など」を視野に入れて検討され、１改革項目に
よって実施概要が示されている。その内容について
次のとおり提言する。
　行政サービスの向上を図る主旨から、住民ニーズ
の把握を図ることとされており、住民にわかりやす
い案内図やサインの設置の項目において実施予定
の、来庁者への聞き取り調査などの有効活用が期待
されるものである。
　しかし、サービスを低下させることなく、従来に
もまして質の高い行政サービスを提供するために
は、様々な年齢層の住民ニーズや状況に対応できる
熟練者による適切な対応が望まれるものである。策
定を予定されている人材育成基本方針を活用され、
住民ニーズに柔軟に対応できる人材育成にも努めら
れたい。

・サービスを低下させることなく、従来にもまし
て質の高い行政サービスを提供するためには、
様々な年齢層や状況に対応できるよう、熟練者の
育成が望まれる。

11 情報の公
開と共有

1 行政情報
の公表公
開

1 行政情報
の公表公
開

27-7

　基本目標１１「情報の公開と共有」においては、
「町行政の重要な取り組みの決定過程の公表などに
ついて、説明責任の向上による透明性の確保など」
を視野に入れて検討され、１改革項目によって実施
概要が示されている。その内容について、意見等は
特になし。

12 住民参画
の推進

1 住民参画
の推進

1 住民参画
の推進

27-8

　基本目標１２「住民参画の推進」においては、
「住民の意見を行政に反映させる機会の拡大につい
て、具体的手法の導入などについて、説明責任の向
上による透明性の確保など」を視野に入れて検討さ
れ、１改革項目によって実施概要が示されている。
その内容について、意見等は特になし。

13 住民と行
政との協
働

1 住民団体
の育成・
支援

1 住民団体
の育成・
支援

27-9

　基本目標１３「住民と行政との協働」において
は、「行政と住民の役割の明確化について、住民団
体の育成・支援、地域コミュニティの推進などにつ
いて、説明責任の向上による透明性の確保など」を
視野に入れて検討され、１改革項目によって実施概
要が示されている。その内容について、意見等は特
になし。

協働4

6/12



資料３０

資料
番号

具体的改革項
目

細分類大分類
（基本方針）

中分類 小分類
（基本目標）

参考意見等　（審議過程における様々な意見等）
推進委員会の提言

～小分類（基本目標）別～
具体的改革項目への意見等 全体に通じる意見等、その他関連意見等

1 住民にわ
かりやす
い案内図
やサイン
の設置

27-10

・この項目と次の項目は、行政運営関係の項目
で、「行政サービスの向上」の小分類に入るので
ははないか。

・プランに上げなくてもやればいいことである。

・職員ＯＢなどの協力を得て、窓口案内や申請書
の記入方法を教えるサービスを行うなどの方法
で、窓口事務を円滑化させることも可能ではない
か。

・案内図やサインの問題というより、職員の対応
のあり方が大事なことであるので、サービス向上
の運動として取り入れられることが望ましい。

・笑顔が大事。来庁者も、わからないことは笑顔
の人に聞けばわかると感じられる。

・職員自らが汗をかくことより、モノを変えた
り、何か別のことをする提案が多い。

2 申請手続
きの改善

27-11

3 時間外窓
口の設置

26-9

2 組織・機
構の改革

1 課室局の
統廃合

27-12

3 組織の運
営方法の
見直し

1 グループ
制の導入

27-13

4 滞納整理
する専門
組織の設
置

1 特別収納
対策課の
設置

26-10

・現状を効率化するためにこの改革が必要だとい
う理由を、前段に謳うべきである。

・特別収納対策課は一定の効果を上げ、短期の組
織となることが望ましい。早く無くなるよう努力
していただきたい。

・特別収納対策課に職員１０人を配置すれば、収
納率は上がるだろうが、視点を変えれば数千万円
の人件費が投入されることになり、効果の創出が
重要である。

・特別収納対策課、プロジェクトチームなどの整
理組織は、一本で良いのではないか。行政内部の
仕組みを知らない人もいるので、わかりやすい説
明を。

1 住民の窓
口サービ
ス向上の
推進

3 地方分権
時代に柔
軟に対応
できる組
織編成と
人材育成
の推進

14 柔軟な組
織の編成

組織機構5 　基本目標１４「柔軟な組織の編成」においては、
「地方分権や社会の変化に対応した行政の体制づく
りについて、庁内分権、決裁権限の委譲など」を視
野に入れて検討され、６改革項目によって実施概要
が示されている。その内容について次のとおり提言
する。
　柔軟な組織の編成を図る主旨から、住民にわかり
やすい案内図やサインの設置、申請手続きの改善、
時間外窓口の設置を図ることとされている。柔軟な
組織の編成を検討するにあたって、住民の窓口サー
ビス向上の推進を視野に入れているものであるの
で、第３次改革の検証において課題とされていた総
合窓口やワンストップサービスについては、先進地
の実績などに注目しながら今後も研究を継続された
い。
　しかし、窓口サービスにおいては、案内図やサイ
ンなどの問題というより、笑顔による職員の速やか
な対応のあり方が重要である。例えば、職員ＯＢな
どの協力を得て、窓口案内や申請書の記入方法を来
庁者に教えるサービスを行うなどの方法で、窓口事
務を円滑化させることも一つの手法である。グルー
プ制の活用などによる課室局の統廃合においても、
様々な手法を実践され、窓口サービスの向上に努め
られたい。なお、これらの項目は、調整上の経緯が
あるが、最終的な内容は「行政サービスの向上」の
小分類にも該当する部分もあると解されるので、一
考されたい。
　特別収納対策課の設置については、設置によって
一定の収納率の向上は見込めるものの、視点を変え
れば数千万円の人件費が投入されることとなるた
め、費用対効果が求められるものであることを十分
踏まえられたい。
　なお、短期間に一定の効果を上げ廃止できること
が望ましい部署であるので、効果創出に努めれた
い。

7/12



資料３０

資料
番号

具体的改革項
目

細分類大分類
（基本方針）

中分類 小分類
（基本目標）

参考意見等　（審議過程における様々な意見等）
推進委員会の提言

～小分類（基本目標）別～
具体的改革項目への意見等 全体に通じる意見等、その他関連意見等

1 業務量に
応じた適
正配分

27-14

・業務量と人数との関係には、能力の問題があ
る。何をもって適正と判断するのかは、様々な意
見があるが、能力のない職員をもってやろうとす
れば、本来の適正化と意味が変わるので、本来の
適正化を目指すのであれば、教育を加味しながら
職員の能力アップを図る必要がある。

2 収入役事
務の兼掌

26-11

2 女性職員
の積極的
登用

1 女性職員
の管理職
登用 26-12

1 異動希望
自己申告
制度の導
入

23-5

・希望が叶うとモチベーションが低下し、やがて
はエゴイストになる恐れがある。スペシャリスト
を作るのか、ゼネラリストを作るのか、或いはマ
ネージャーを育てるのか目的を明確にすべきであ
る。

・町として、どういった人間（職員）を作りたい
のか、目標を持った教育にすべきある。

・人事評価制度と教育、異動、昇格などのリンク
により、職員は育つ。スペシャリストの中途採用
も考えてはどうか。

・県では異動の範囲も広いが、町では狭い。異動
と通勤費の関係はどうか。また、本庁の職員は出
先より１号俸高いと聞いたことがあるが、事実
か。

2 昇格資格
試験制度
の導入

26-13

・この制度の導入は、住民サービスの向上、職員
のやる気を起こさせるなどの目的があがっている
が、能力主義の観点からか。また、実際の登用に
あたっては、勤務年数なども関係するのか。

16 附属機関
の見直し

1 附属機関
の見直し

1 附属機関
の見直し

26-14

　基本目標１６「附属機関の見直し」においては、
「附属機関の客観性の確保について、その役割や必
要性の検証など」を視野に入れて検討され、１改革
項目によって実施概要が示されている。その内容に
ついて次のとおり提言する。
　附属機関の見直しを図る主旨から、その検討を平
成１８年度に行うこととされているが、検討後の公
表においては、見直し後の具体的内容を明確にされ
たい。
　なお、行政職員（ＯＢを含む。）の委員就任を制
限する主旨は一定理解できるが、全ての附属機関に
ついて制限することが適当かどうか、状況によるも
のと解されるので、検討においては配慮されたい。

・行政職員（ＯＢを含む。）の主旨は、全ての附
属機関について制限することか。

・どのように見直しするのかが明確ではないの
で、改革としては中途半端に終わる可能性がある
内容である。見直し後どのようにするのかを示す
べきである

1 定員管理
の適正化

15

3

職員配置
の適正化

　基本目標１５「職員配置の適正化」においては、
「職員の定員管理について、今後の退職者数や採用
者数見込みなど」を視野に入れて検討され、５改革
項目によって実施概要が示されている。その内容に
ついて次のとおり提言する。
　職員配置の適正化を図る主旨から、業務量に応じ
た適正配分を具体化するため、すでに業務量調査が
実施されており、職員定員適正化計画の策定に反映
される予定となっている。業務量と人数との関係に
は、人の能力の問題もあり、何をもって適正と判断
するかは、様々な意見があるところである。しか
し、各職員の能力の水準を高めずに実施しようとす
れば、本来の適正化とは意味が異なる結果となるの
で、本来の適正化を目指すのであれば、教育を加味
しながら職員の能力向上を図る必要がある。
　教育は、町としてスペシャリストを作るのか、ゼ
ネラリストを作るのか、或いはマネージャーを育て
たいのかなど、目標を持った教育にすべきあり、人
事評価制度と教育、異動、昇格などのリンクによる
ことが有効であることから、女性職員の管理職登
用、異動希望自己申告制度の導入、昇格資格試験制
度の導入の効果に期待するものである。
　また、場合によっては、スペシャリストの中途採
用なども、有効な手法と考えられるので、より有効
な手法を駆使され、職員配置の適正化に努められた
い。
　なお、今後の退職者数や採用者数見込みなどと密
接に関連する内容でもあるので、職員定員適正化計
画の策定において具体化されたい。

人事管理
制度の導
入

8/12



資料３０

資料
番号

具体的改革項
目

細分類大分類
（基本方針）

中分類 小分類
（基本目標）

参考意見等　（審議過程における様々な意見等）
推進委員会の提言

～小分類（基本目標）別～
具体的改革項目への意見等 全体に通じる意見等、その他関連意見等

17 人材育成
の推進

1 人材育成
基本方針
の策定

1 人材育成
基本方針
の策定

23-6

　基本目標１７「人材育成の推進」においては、
「多様化する行政需要への対応について、職員の専
門性や政策形成能力の向上を図る研修等の実施な
ど」を視野に入れて検討され、１改革項目によって
実施概要が示されている。その内容について次のと
おり提言する。
　人材育成の推進を図る主旨から、人材育成基本方
針を策定することとされており、課の統廃合や職員
配置の適正化などの取組みと関連すると同時に、今
後、団塊の世代の大量退職などもあるので、行財政
改革の中では、事務を如何に効率的かつ効果的に継
承していくかという面からも重要な取組みである。
　策定後の基本方針に基づく人材育成の推進はもと
より、職員は、自ら具体的な目標を持って自己投資
をするなど、自身の資質の向上に努められたい。ま
た、基本方針は、正職員対象の内容であるが、臨時
職員の指導についても考慮されたい。

・正職員対象の内容であるが、臨時職員の育成に
ついても考慮してはどうか。

・職員は、自ら具体的な目標を持って自己投資を
していただきたい。

・団塊の世代の大量退職などもあるので、事務を
如何に継承していくかも重要である。

18 人事交流
等の推進

1 広域的な
人事交
流・派遣

1 広域的な
人事交
流・派遣
の検討

23-7

　基本目標１８「人事交流等の推進」においては、
「職員の資質向上について、民間企業や先進自治体
との交流など」を視野に入れて検討され、１改革項
目によって実施概要が示されている。その内容につ
いて次のとおり提言する。
　人事交流等の推進を図る主旨から、広域的な人事
交流・派遣の検討をすることとされており、必要な
取組みである。
　ただし、実施にあたっては、広域とはどの程度
か、どんな業種かなどの課題もあり、受け入れ側に
対しては交流・派遣等による教育の目的を明確にす
べきである。期間についても、長期（半年、１年な
ど）の方が派遣側にとっても受け入れ側にとっても
良いと思われる。また、可能であれば、鞍手町企業
交流センターの活用も視野に入れ検討されたい。

・広域とはどの程度か。どんな業種かなどを明確
にすべきであり、目標のない教育ではよくない。

・小学校の教師は、民間に行っている。社協に行
くこともある。企業関係をあたったらよいのでは
ないか。また、企業交流センターも活用できるの
ではないか。

・受け入れ側に対して目的を明確にするべきであ
り、長期（半年、１年など）の方がよい。

6 職員
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資料３０

資料
番号

具体的改革項
目

細分類大分類
（基本方針）

中分類 小分類
（基本目標）

参考意見等　（審議過程における様々な意見等）
推進委員会の提言

～小分類（基本目標）別～
具体的改革項目への意見等 全体に通じる意見等、その他関連意見等

19 施設の改
善

1 施設の改
修

1 施設改修
計画の策
定

23-8

　基本目標１９「施設の改善」においては、「老朽
化等に伴う施設補修について、その効率的かつ効果
的な実施など」を視野に入れて検討され、１改革項
目によって実施概要が示されている。その内容につ
いて次のとおり提言する。
　施設の改善を図る主旨から、施設改修計画を策定
することとされているが、厳しい財政事情から、計
画的な取組みが必要である。
　特に、アスベスト被害の防止や、耐震性能の確保
などは、緊急な課題であり、速やかな対応が望まれ
るところである。よって、改修計画の策定にあたっ
ては、施設の統廃合の検討を考慮しつつ優先順位を
つける方法を用い、効率的かつ効果的な取組みをさ
れたい。

・アスベスト被害の防止や、耐震性能の確保など
を考慮し、改修計画には、優先順位をつけてはど
うか。

20 施設管理
の改善

1 施設管理
の改善

1 利用申請
等の改善

26-15

　基本目標２０「施設管理の改善」においては、
「住民の利用しやすい施設づくりについて、利用申
請、料金の収納、利用方法の改善など」を視野に入
れて検討され、１改革項目によって実施概要が示さ
れている。その内容について、意見等は特になし。

1 総合福祉
センタ－

26-16

・財政的効果の目標５パーセントの根拠が明確で
はないが、現状、職員の努力ではこれ以上の節減
は不可能だとの判断での提案か。

2 文化体育
総合施設 26-17

3 大谷自然
公園

23-9

・管理運営の担当部署となる社会教育課の職員
は、早くこの施設を見て、対応を考えてもらいた
い。

・具体的管理・運営のあり方を明確にすることが
先決である。

・薬草園や草スキーなどを含めた整備の状況に合
わせて、指定管理のあり方の検討を進めるべきで
ある。

・この施設に限らず、合理化が可能かどうかとい
う視点で、指定管理者制度の導入を考えていくべ
きである。

・この施設を建設する企画立案の内容は、住民に
どのように周知したのか。

・周辺の側溝がかなり傷んでいる。

・町長へのはがきで、この施設の管理・運営（費
用対効果、薬草ボランティアの育成など）につい
て尋ねたが、文章での回答は貰っていない。

・工事は最終段階に入ったが、前任者から引き継
いだ事業なので詳細はわからないということで
は、責任体制に問題がある。何億もかけるような
事業は、指定管理者制度云々の前に事業の進め方
全部について、考え方を変える必要がある。

・資料２３－９から２３－１１は、指定管理者制
度の導入について審議すべきである。

4 鞍手町葬
祭場

23-10

・財政的効果の目標を５パーセント以上にできな
いかという努力も必要である。

・現状の経費として掲げられているものは、これ
までにも努力をして、切り詰めた結果なのかどう
かにより、期待できる効果額も変わってくる。

5 鞍手町衛
生センタ
－

23-11

・下水道整備計画との関係で見ないと、指定管理
者制度の導入については判断しづらい。

・簡易水洗や合併浄化槽の利用者が、将来的にど
れくらいになると見込まれるかによって、最終的
に衛生センターが必要なくなるようでは、受け手
もないだろう。また、衛生センターの使用量が少
なくなるということになるならば、今の１市４町
で一緒に施設を作ることも考えられると思う。

18

4 7 管理

21

民間委託
等を活用
した公共
施設の効
率的・効
果的な管
理・運営
の推進

民間委託
等の推進

運営 　基本目標２１「民間委託等の推進」においては、
「効率的かつ効果的な施設運営について、全ての施
設を対象に、指定管理者制度、ＰＦＩ等による民間
活力の有効活用又は直営（一部業務委託を含む。）
など」を視野に入れて検討され、８改革項目によっ
て実施概要が示されている。その内容について次の
とおり提言する。
　民間委託等の推進を図る主旨から、指定管理者制
度の導入などによる民間活力の活用について、検討
することとされている。
　指定管理者制度の導入に関しては、財政的効果の
目標を５パーセントとされているが、現状の管理経
費について、職員の努力によりさらなる節減が可能
かどうかを精査し、どの施設についても、真に合理
化が可能かどうかという視点で、指定管理者制度の
導入を考えていく必要がある。ただし、鞍手町衛生
センタ－については、下水道整備計画との関係で、
簡易水洗や合併浄化槽の利用者が、将来的にどの程
度になると見込まれるかなどを考慮する必要があ
り、判断しづらいものである。
　剣第二・西川第二保育所の民営化の検討について
は、次世代育成支援行動計画の策定の中では、本町
には五つの直営保育所があるので、病気の子の保
育、休日や時間外の保育についても対応できること
とした経緯があるので、次世代計画との整合性を図
る必要がある。
　また、保育料の改定が改革項目として別にあり、
さらに、２園の民営化も実施することとなると、関
係住民は二重の痛みを感じることになるため、関係
住民の支持を得ることは難しいと思われる。
　さらに、一方では少子化対策が進められている現
状であることから、民営化により財政効果が出るの
であれば、むしろその分保育料を値下げすることな
どを望む声もあると思われるので、考慮され、十分
に検討されたい。
　学校給食の民間委託については、施設が老朽化し
てきているからという理由だけで民間委託するとい
うことでは適切ではないと思われる上、地元の農業
振興と地産地消の考え方で地元の産物を使って地元
に金を落とすという考え方もある。

指定管理
者制度の
導入
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資料３０

資料
番号

具体的改革項
目

細分類大分類
（基本方針）

中分類 小分類
（基本目標）

参考意見等　（審議過程における様々な意見等）
推進委員会の提言

～小分類（基本目標）別～
具体的改革項目への意見等 全体に通じる意見等、その他関連意見等

1 剣第二・
西川第二
保育所の
民営化の
検討

27-15

・次世代育成支援行動計画の策定の中では、本町
には五つの直営保育所があるので、病気の子の保
育、休日や時間外の保育についても対応できるこ
ととした経緯があるが、次世代計画との整合性は
どうか。

・保育料の改定が改革項目として別にあり、さら
に、２園の民営化も実施することとなると、関係
住民は二重の痛みを感じることになるため、財政
面が先行するこの改革では、住民の支持が得られ
ないのではないか。少子化対策が一方で進められ
る中、民営化により財政効果が出るのならば、保
育料に反映させることも必要ではないか。

・３園で定員は足りるとのことだが、民営化する
２園については引き受け手があるのか。

・財政シュミレーションによる約２５億円の不足
額を補う必要性は理解できるが、何もかもカット
で数字合わせになるのは良くないので、必要な部
分と切るべきところをトータルで十分検討してい
ただきたい。

3 直営（業
務委託の
見直し）

1 学校用務
員委託の
廃止

23-13

・廃止に伴い、現用務員には住居の確保や職探し
などの厳しい問題が生じる可能性があるので、十
分に配慮すべきである。
・財政効果があって内容は良いが、用務員の仕事
が、警備委託で全てできるわけではないと思われ
るので、住民サービスの低下にならないよう配慮
すべきである。

2 民間活用

2 学校給食
の民間委
託

・民間委託等の活用推進については、本委員会が
策定した基本方針に沿った案であり、これから具
体的内容を検討するということなのでこれで良
い。実施に係る詳細については、実行部隊に任せ
れば良い。

23-12

・施設が老朽化してきているから民間委託すると
いうことでは適切ではない。地元の農業振興と地
産地消の考え方で地元の産物を使って地元に金を
落とすことも考えてはどうか。

・まず、農業団体の方たちを行政として支援する
ことが、本来あるべき姿である。住民の力を借り
ずに、すぐ民間委託への検討ということでは短絡
的である。

・社協で行っている老人給食においては、民間委
託で行っているが大きな問題もないので、民間活
用は賛成である。

・老朽化している現在の施設を使うことでは、受
け手があるかどうか疑問である。

・地産地消の件など学校給食運営審議会に任せて
はどうか。また、幅広く意見を聴取するため、臨
時拡大委員会を開き、意見を吸い上げることも考
えてはどうか。

・施設は持てば持つほど補修費と修繕費がかかる
ので、できるだけ負担を軽くするため、設備を
持っている民間にお願いするのも一つの手法であ
る。その方向で進めていただきたい。

・民間委託の検討にあたっては、町としての実績
やノウハウなどを積んだ上で判断することとして
はどうか。

・５パーセントというアバウトな削減目標では、
あまり効果が見込めない。現にかかっているお金
の積み上げと精査をしっかりやるべきである。

　しかし、現に老朽化している施設を使うことで
は、受け手があるかどうかの問題もあり、施設は持
てば持つほど補修費と修繕費がかかるので、できる
だけ負担を軽くするため、設備を持っている民間に
委託するのも有効な手法である。
　民間委託の検討にあたっては、学校給食運営審議
会において十分議論される必要がある。町として
も、一旦民間委託したら直営に戻すことが難しいこ
とや、先進的な取組みをしているところでは、あえ
て自校方式に切り換えているところもある。また、
鞍手町社会福祉協議会で実施している老人給食の民
間委託の実施例等々の事例を十分調査・研究された
い。
　学校用務員委託の廃止については、財政的効果は
見込まれるが、廃止に伴い、現用務員には住居の確
保や職探しなどの厳しい問題が生じる可能性がある
こと、また、用務員の仕事が、警備委託で全てでき
るわけではないことも考慮する必要がある。住民
サービスの低下にならないよう検討され、実施され
たい。
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資料３０

資料
番号

具体的改革項
目

細分類大分類
（基本方針）

中分類 小分類
（基本目標）

参考意見等　（審議過程における様々な意見等）
推進委員会の提言

～小分類（基本目標）別～
具体的改革項目への意見等 全体に通じる意見等、その他関連意見等

2 施設の廃
止

1 鞍手分校
の存続・
統合・廃
校に向け
ての検討

27-17

22 統合、廃
止及び用
途の見直
し

1 施設の統
合

1 室木小学
校と西川
小学校の
統合につ
いての検
討

27-16

・関係住民に、費用対効果や施設の維持管理（ア
スベスト関係、耐震関係なども含めて）について
住民に説明しながら、中学校や他の小学校の統合
なども検討した上で、プランに出てくるべきもの
であり、複式学級をなくすだけならば、プランに
掲げなくてもやれば良い。

・２７－１５から２７－１７までの３項目は、教
育に関する問題であるがその視点での論議がな
く、数字の削減だけの話になっている。子どもを
抱える住民の意向を踏まえずに、当委員会がＯＫ
を出すことになれば、委員として責任が持てな
い。住民との協働の実践と捉えて、関係住民との
協議により、そのニーズに合うような結論を出す
よう、給食に係る食育の問題も併せて議論し、解
決していただきたい。

・これらの項目は、第３次の課題を第４次に引き
継いでいる部分があるが、その経過として、行政
内部ではどのような検討がされたのか。第４次か
らさらに第５次へと引き継いでいくにしても、ど
こかで推進委員会としての一定の方向性を示すこ
とも必要ではないか。

・これらの項目の実施には、いずれにせよプラ
ス・マイナスがともなう。「行革のため」が優先
されるのであれば統廃合ということになるであろ
うが、「子どもたち、地域や住民、卒業生のた
め」が優先されるならば、一気に統廃合は難し
い。関係者の意向を十分に聞きこんで検討すべき
である。

・統合によって空いた施設を他の用途に転用する
のなら分かりやすいが、空いた施設を民営化する
のは酷い気がする。子どもたちを大切にしようと
する取組みも一方で活発化している中、子だもた
ちにお金をかけて、将来ある子どもたちをきちん
と育てることは大切なことであるので、民営化あ
りきでスタートし、お金だけで割り切らない方が
良い。

・高齢者に関する項目から始まり、子どもに関す
る項目も出てきているが、他の改革を十分行った
上で、それでも足りないのであれば、その時にこ
れら改革の関係者の意向を聞いて検討をするべき
である。

　基本目標２２「統合、廃止及び用途の見直し」に
おいては、「自治体の規模にあった施設数、施設規
模等について、利用の現状、利用関係者の意見、費
用対効果の把握など」を視野に入れて検討され、２
改革項目によって実施概要が示されている。その内
容について次のとおり提言する。
　統合、廃止及び用途の見直しを図る主旨から、室
木小学校と西川小学校の統合についての検討及び鞍
手分校の存続・統合・廃校に向けての検討をするこ
ととされている。
　これらの項目の実施には、いずれにせよプラス・
マイナスがともなうものである。「行革のため」が
優先されるのであれば統廃合ということになるであ
ろうが、「子どもたち、地域や住民、卒業生のた
め」が優先されるのであれば、一気に統廃合するこ
とは難しいと思われるので、関係者の意向を十分に
聞く必要がある。複式学級をなくす目的であれば、
プランに掲げる必要はない。
　また、教育に関する問題であるがその視点での論
議がなく、数字の削減だけの内容に陥る危険性があ
る。子どもを抱える住民の意向を踏まえ、住民との
協働の実践と捉えて、そのニーズに合うような結論
を出すよう、検討されたい。
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